
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆指針改正により同性間の行為もセクハラの対象に 

セクハラ行為の禁止は、男女雇用機会均等法（以下、

「均等法」という）の 1997 年改正で関連規定が設けら

れました。その後、改正によりセクハラ対策の強化や男

女差別の範囲の見直しなどが図られていますが、今年７

月１日より施行規則と指針が改正されました。 

改正項目は多岐にわたりますが、企業においてトラブ

ルに発展するケースが多いセクハラについて、新たに同

性間の行為が対象に含まれることとなりました。 

以下、この「同性間のセクハラ行為」について、例を

挙げるとともに、企業における対策について考えてみた

いと思います。 

 

◆同性間におけるセクハラの具体例 

例えば、いわゆる「女子会」に限らず、男性だけの席

でも「恋バナ」や結婚生活が話題になったときに、「最

近彼氏（彼女）とどう？」とか「お子さんの予定は？」

といった質問を耳にしたことはないでしょうか？ 

こうした質問は、いかにも性的な言動や要求ではない

ことからセクハラに当たると認識していない方もいら

っしゃると思いますが、言われた本人が不快に感じれば

「セクハラを受けた」としてトラブルになりかねないリ

スクを孕んでいます。 

さらに、男性にありがちなケースとして、何人かで風

俗店へ行こうとなったときに行きたがらない人も強引

に誘うことが同性間のセクハラに当たると、指摘されて

います。 

 

◆企業がとるべき対策は？ 

均等法で「性別を理由とする差別」や「セクハラ行為」

等が禁止されていることは、すでに多くの方が認識され

ていることでしょう。 

意外な盲点？  

職場で気をつけたい同性間のセクハラ問題 

しかしながら、改正等により新たに禁止の対象とされ

たことについては、個々の従業員が自ら把握することは

難しく、研修等の場で具体例を示されて初めて理解する

ことのほうが多いのではないでしょうか。 

企業においては、一旦トラブルが発生すれば当事者間

の問題にとどまらず使用者責任を問われかねないリス

クがあることを踏まえ、トラブルの未然防止の観点から

も、関連規定の見直しや社内研修、万が一トラブルが発

生した場合の相談体制のチェック等を実施しておくべ

きでしょう。 

 

 

深刻な「後継者不在」問題と 

制度改正の動向 

◆28 万社超の企業を分析 

４人に１人が高齢者という時代。企業の経営者も約３

割が 65 歳を超えているそうです。 

このほど帝国データバンクから、「事業承継」や「社

長の高齢化」などの後継者問題に関する調査の結果が発

表されました。 

この調査は、同社が有する企業概要データベース

（145 万社収録）および信用調査報告書ファイル（160

万社収録）を分析したものですが、このうち、2012 年

度以降の後継者の実態について分析可能な企業は 28 万

4,412 社だったそうです。 

平成 26 年 9 月号 

   〒326－0143 栃木県足利市葉鹿町1-28-32   

電話:0284-64-1522  FAX:0284-64-0245  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆深刻な後継者不在の状況 

調査結果によると、国内企業の 65.4％が後継者不在

とのことです。社長の年齢が「60 歳代」の企業では

53.9％が後継者不在であり、「70 歳代」では 42.6％、「80

歳以上」では 34.2％が同様の状況でした。 

後継者のいる企業における後継者の属性は、「子供」

（38.4％）が最多で、「親族」（19.9％）、「配偶者」（10.9％）

と合わせると同族が約 7 割（69.2％）となっています。 

 

◆業種別の状況 

業種別に見ると、後継者不在の企業割合が全体の平均

（65.4％）以上だったのは次の業種でした。 

（１）サービス業（70.4％） 

（２）建設業（70.0％） 

（３）不動産業（67.8％） 

（４）小売業（66.1％） 

 

◆制度改正の動向 

なお、経済産業省の調査結果では、親族に後継者がお

らず第三者が後を継ぐ中小・零細企業の割合は約４割と

のことです。 

現在の法制度は親族が引き継ぐことを前提としてい

ることから、同省では法務省とも連携し、事業承継しや

すい制度づくりを進める考えを示しています。 

後継者不在の問題に悩む企業は、制度改正の動向にも

目を向ける必要がありそうです。 

～当事務所よりひと言～ 

 厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議

会は、2014 年度の地域別最低賃金について、全国

平均で時給 16円増の 780円とする目安を示しまし

た。前年度実績の 15 円を上回り、3 年連続で 2 桁

の増加となります。 

 各都道府県の上げ幅の目安は 13～19 円で、目安

以上の引上げが実施される見通しです。最低賃金で

働いた場合の手取り収入が、生活保護を下回る逆転

現象が起きている 5 都道府県すべてで逆転が解消

されます。 

 また、栃木地方最低賃金審議会は、栃木県の地域

別最低賃金を 1 時間当たり 15 円（2.09％）引き上

げ、733 円に改正すると発表しました。11 年連続

の引き上げで、上げ幅は前年を 2 円上回りました。 

 最低賃金はパート、アルバイトの時給などに影響

し、景気回復による雇用情勢改善が引き上げにつな

がりましたが、消費税増税などで物価が上昇してお

り、暮らしがどの程度改善するかは不透明です。 

 2014 年の地域別最低賃金は 10 月 1 日に発効さ

れる予定です。 

 

 

 

 

9 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

1 日 

○ 個人事業税の納付＜第1期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 2 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督

署］ 

 

30 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

 


